
       

 

 

 

 

 
 
 
 
 

宮城県図書館では、「宮城県図書館協議会」の委員を広く県民の方から募集します。 
  図書館のよりよい運営のために、ぜひあなたの御意見をお聞かせください。 
また、報道機関の皆さまにおかれましては、広く情報発信に協力願います。 
※ 令和８年６月３日までの公募を再度実施するものです。 

 
記 

１ 趣  旨 
    図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第１４条第１項の規定により設置されている宮城県図書
館協議会は、宮城県図書館の運営について、館長の諮問に応じるとともに、図書館が行うサービス
について館長に意見を述べる機関です。 

    この宮城県図書館協議会の委員の公募制度は、宮城県図書館の運営に広く県民の声を反映させる
ことを目的として実施するものです。 

２  募集人数   
２人 

３  募集期間   
令和８年６月２０日（土曜日）から７月１日（水曜日）正午まで 

４  応募資格 
    次のいずれにも該当する方。ただし、国及び地方公共団体の職員を除きます。 
  （１） 宮城県内に居住又は通勤・通学している方 
  （２） 年齢１８歳以上（令和８年４月１日現在）の方 
  （３） 図書館の事業内容に関心があり、子育て支援や家庭教育相談など家庭教育に関する活動を

行っている方 
  （４） 年３回程度開催する会議に出席できる方 
５  任期・報酬等 
  （１） 任  期  委嘱した日から２年間です。 
  （２） 報 酬 等  宮城県条例の規定により報酬及び交通費相当額が支給されます。 
６ 応募方法 
（１） 応募書類  下記 URLの応募フォーム又は宮城県図書館に備え付けの応募

用紙（宮城県図書館のホームページからもダウンロードできま
す。）に必要事項を記入し提出してください。 

 応募フォーム：https://logoform.jp/f/WXPtO 
（２） 提出方法  応募フォームから提出するか、持参、郵送又は電子メールにより提出してく

ださい。（持参の場合は、開館日の午前９時から午後５時までに、最終日は正
午までです。） 

 （３） 提出期限  令和８年７月１日（水曜日）正午必着です。 
  （４） そ の 他  応募書類は返却しませんので、あらかじめ御了承願います。また、応募に際

し収集した個人情報は、委員選考の目的にのみ使用し、他の目的には一切使用
しません。 

７ 選考方法       
  選考委員会を開催し、提出された応募書類による審査を通過された方について面接により選考し
ます。 

８ 選考結果 
令和８年７月１０日（金曜日）までに応募者全員に通知する予定です。 

９  お問い合わせ先及び応募書類の提出先（毎週月曜日の休館日は除きます。） 
  宮城県図書館企画管理部企画協力班 
    〒981-3205  仙台市泉区紫山一丁目１－１    
    TEL：022-377-8445       ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：library@pref.miyagi.lg.jp 

宮城県図書館ホームページ https://www.library.pref.miyagi.jp/ 

宮城県図書館協議会委員公募のお知らせ 
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